
 

企 画 提 案 説 明 書 

 

１ 業務の目的 

次代の本道農業を担う意欲と能力のある人材を育成･確保する目的に、農外からの就農希望者と受入市町村

等及び農業法人とのマッチングを推進するため、新規参入希望者、雇用就農希望者及び農業研修希望者等の

来場者を確保し、就農希望者と受入市町村等とのマッチングの機会を増やし、本道での就農を希望する方々

が、自らにあった就農地を選択できるよう、就農フェアを開催し、市町村等の出展機会を確保する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

令和８年度（2026年度）農業人材確保対策推進事業委託業務 

（２）業務内容 

   内容の詳細は、別紙「企画提案指示書」を参照のこと。 

（３）履行期限 

令和８年(2026年)12月25日（金） 

（４）発注者 

北海道 

 

３ 契約の方法等 

（１）契約方法 総合評価一般競争入札 

（２）委託期間 契約締結の翌日から令和８年(2026年)12月25日（金）までとする。 

 

４ 企画提案書の提出に要求する資格 

次のいずれにも該当する者とする。 

（１）単独法人、法人以外の団体又は複数法人等（法人、法人以外の団体も含む。）による複合体（以

下「コンソーシアム」という。）であること。 

（２）単独法人、法人以外の団体又はコンソーシアムの構成員は、次の要件をすべて満たしていること。 

ア 道内に本社又は事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含む。）を有する企業、特

定非営利活動法人、その他法人又は法人以外の団体等であること。ただし、宗教活動や政治活動

を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体を除く。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者でないこ

と。 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者で

ないこと。 

エ 北海道競争入札資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月１１日付け局総第４６１号）第２

第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが既にその停止の

期間を経過していること。 

オ 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争

入札への参加を除外されていないこと。 

カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

（ア）道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

（イ）本社が所在する都道府県の事業税（道税の納税義務がある場合は除く。） 

（ウ）消費税及び地方消費税 

  キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。（当該届出の義務がない場合を除く。） 

（ア）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

（イ）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

（ウ）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

ク コンソーシアムの構成員が単独法人、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成員として、

この総合評価一般競争入札に参加する者でないこと。 

 

別紙５ 



 

５ 業務上の留意事項 

（１）本事業は、北海道の予算を財源とする事業であり、北海道財務規則に基づく契約手続きを遵守する

こと。 

（２）業務内容の詳細は、企画提案の内容を基本とし、道と受託者が協議して決定する。 

（３）北海道新規就農フェアの開催場所で、受託者が類似イベントを開催することを禁ずる。 

 

６ 手続き等 

業務の委託にあたり、企画提案参加希望者から事前に参加資格審査申請書を徴取して資格の有無を

審査し、資格を有する申請者には、企画提案書の提出を要請する。 

（１）担当部課（提出・問い合わせ先） 

北海道農政部生産振興局技術普及課 

〒060-8588 

札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎７階 

011-204-5385（ダイヤルイン）  FAX：011-232-1091 

（２）参加資格審査申請書 

提出期限 令和８年(2026年)５月25日（月）午後５時 必着 

提出場所 上記（１）に同じ 

提出方法 持参または郵送（書留郵便に限る） 

        なお、持参の場合の受付時間は、土、日、祝日を除く毎日午前９時から午後５時まで 

（３）企画提案書 

   提出期限 令和８年(2026年)５月29日（金）午後５時 必着 

   提出場所 上記（１）に同じ 

   提出方法 上記（２）に同じ 

（４）無効となる参加資格審査申請書または企画提案書 

ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（５）企画提案書の提出を要請する参加者等への通知（郵送） 

提出された参加資格審査申請書の内容を審査し、資格要件を満たしている者には企画提案書の提

出要請を通知する。また、資格要件を満たしていない者には、その旨を通知する。 

（６）落札者等への通知（郵送） 

落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、落札者及

びその他の参加者に対し通知する。 

 

７ 受託者の決定方法 

企画提案者から提案内容を聴取した上で、最も優れた企画提案を選定するため、令和８年度（2026 年

度）農業人材確保対策推進事業委託業務に係る総合評価審査会を設置し、８に掲げる評価項目について審

査・評価を行い、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、受託者を決定する。 

なお、企画提案者が５者を超える場合、事前に企画提案書の書面による予備審査を行い、聴取対象

者を５者以下に絞ることがある。また、聴取対象者とならなかった企画提案者の提案は無効とする 

 

８ 評価項目 

企画提案書の審査・評価は、以下の事項について行う。 

（１）全体評価 

ア 事業に対する理解・知識 

・ 北海道新規就農フェア開催の意義や目的を的確に捉え、北海道の新規就農の実態を理解したう

えで、業務に対する考え方が的確に示されているか。 

（２）実施体制・実績 

ア 業務全体の実施体制・役割等 

・ 業務全体の実施にあたって必要な実施体制（人数や役割等）について、具体的に明記されてい



 

るか。 

イ 同様の業務実績 

・ 過去の５年間に同様の事業を受注した実績があるか。 

（３）実施方針 

 北海道新規就農者フェアの開催運営 

・ 北海道で農業を始めることに関心を持っている者と道内市町村等(40自治体以上及び農業法人

等5社以上出展)がマッチングする新規就農フェアを１回以上開催ができる内容となっている

か。また、開催場所が札幌市内となっているか。 

・ 会場のレイアウトが来場者の動線や出展者のブースの配置が、来場者が効率的に回遊できる内

容になっているか。 

・ 就農フェアの集客を図るため、WEB、チラシ、ポスター等により、効果的な広報活動ができる

内容となっているか。 

・ 本業務遂行のプロセスが妥当であるか。業務の内容、実施体制を踏まえ、適切かつ具体的な業

務工程が示されているか。 

・ 出展者及び参加者に対して第３者継承への理解を深める取組や、広報活動の効果把握を含むア

ンケート内容が適切に設定されていること。 

・ 指示書を適切に反映した見積内容になっているか。 

   ・ 指示書に記載のない独自の提案がなされているか（より実効性の高い提案に対して加点） 

 

９ 企画提案書の作成上の留意事項 

別紙「企画提案指示書」を参照のこと。 

 

10 委託業務の契約締結 

原則として、道は、総合評価審査会で決定された最も有利な者に対し、所定の手続きを経た上で、

当該業務に係る契約を締結する。 

ただし、上記いずれの時点においても失格要件が判明した場合は、総合評価審査会で審査した上

で、失格とする。 

失格要件は次のとおり。 

（１）企画提案書に虚偽の記載があることが判明した場合 

（２）その他、事業を遂行できない重大な事由が発生した場合 

 

11 契約書及び委託業務処理要領 

別紙「契約書（案）」及び「委託業務処理要領（案）」を参照のこと。 

 

12 契約保証金 

契約保証金は免除する。ただし、契約を締結するものが契約を履行しないこととなるおそれがある

と認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 

なお、契約保証金の納付の免除、給付方法等は、地方自治法施行令第１６７条の１６、北海道財務

規則第１７１条の定めるところによる。 

 

13 その他 

（１）企画提案書提出要請の通知受理後に、総合評価一般競争入札の不参加を決めた場合は、その旨連

絡すること。 

（２）企画提案者のヒアリングに参加しなかった場合の企画提案は無効とする。 

（３）提出期限後以降における参加資格審査申請書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）提出された参加資格審査申請書及び企画提案書は返却しない。 

（５）提出された参加資格審査申請書は企画提案参加事業者の選定以外に、また、企画提案書は選定以

外に、提出者に無断で使用しない。 

（６）公平性、透明性、客観性を期するため、選定された企画提案書を公表することができるものとす

る。 


